
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の公民館講座 
 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

５月の公民館講座予定

５月 ９日（木） １３：３０～   地域講座   朗 読 教室    山 本  え り  先生 

５月 ９日（木） １３：３０～  地域講座  紙細工 教室   大 畑  陸 子  先生 

５月２６日（日） １３：００開場 教養講座  笑って健康   愚かな夢の会の皆さん  
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市立公民館は、地域住民の文化・教育の

向上のために市が設置しています。どなたで

もお気軽にご利用ください。 

姫路市西二階町６８－１  

TＥL・FＡX ２２２－２１６８ 

      休館日  毎週月曜日及び年末年始 

４月の百歳体操 ４月７日・１４日・２１日・２８日 城南公民館  午前１０時から約１時間 

４月のなかよしランド  ４月３０日（火）１０：００～ （対象は就学前の乳幼児と保護者） 

[地域講座]   朗 読 教 室 

日 時 ４月１８日(木)１３：３０～１５：００ 

    ※第３週です。間違えないように！ 

場 所 公民館 2階会議室 （参加費無料） 

講 師 山本えり先生 

★皆さんのお越しをお待ちしています！ 

[地域講座]   紙 細 工 教 室 

 日 時 ４月１１日(木)１３：３０～１５：３０ 

 場 所 公民館 1階第 2研修室 （参加費無料） 

 講 師 大畑陸子先生  

★1枚の紙からの感動！！何が出来るかな？ 

  ★手先を動かし、脳に刺激を与えましょう！ 

令和６年度の文化講座が始まります！ 

◆４月から２０の文化講座が始まります。 

・茶道（表千家）・華道（未生流）・パソコン（４コース） 

・総合手芸・太極拳(４コース)・３B健康体操・コーラス 

・水彩画・俳句・絵画・童謡唱歌・はじめて俳句 

・社交ダンス・姫路お城おどり（新規） 

詳しくは公民館窓口まで。 

[地域講座]   料 理 教 室 

日 時 ４月２５日(木)１０：００～１３：００ 

場 所 公民館調理実習室 （参加費無料） 

材料費 ７００円  

持ち物 エプロン・マスク・手拭き・筆記用具 

講 師 黒田亜矢子先生 

〈今月のテーマ〉 四月はやっぱりお寿司！ 

・海鮮ちらし寿司・新じゃがいもの白煮 

・若竹汁・桜もち 

 

〔教養講座〕  笑って健康            

日 時 ４月２８日（日）１３：３０開演  

場 所 公民館２階会議室 （参加費無料） 

講 師 「笑いのとんぷく」の皆さん 

 ★大いに笑って健康になりましょう！ 

５年ぶりに文化講座発表会（舞台部門）を開催することができました。８講座の講座生（プログラム

としては６つ）による演技発表がありました。たくさんの皆さんにお越しいただき、盛会裏に終えるこ

とができました。お越しくださった皆様、応援してくださった皆様、心より感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 



４月の校区各種団体行事予定

城南婦人会

　４月　７日（日）18:00～　定例代表者会
　　　１０日（水）  9:00～　大手前通り美化清掃
　　　　　　　　　　　　担当町：魚町・大手前町 社協城南支部

　４月１３日（土）   9:30～　ふれあいサロン城南
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（於：城南公民館）
　　　１５日（月） 11:30～　ふれあい給食
 　　　　　　　　　　　　　　　（於：城南公民館）　４月　４日（木） 13:30～　定例役員会　　１０日（水） 9:00～　大手前通り美化清掃

　　　　　　本部：笹間　担当町：南畝町

４月　８日（金）10:00～　入学式
白鷺小中学校

生涯クラブ

城南地区連合自治会

　４月１５日（月）   9:00～　楽寿園

●３月８日（日）、白鷺小中学校第６回卒業証書授与式が行われ、１０４名の生徒
　が巣立って行きました。
●相変わらず城南地区でも警察官や姫路市の職員、銀行員を名乗って金銭を要求す
　る特殊詐欺の被害が止みません。昨今では自動音声を利用したり、スマホのショ
　ートメールに架空請求が来たりと、その手口は巧妙となっています。そのため、
　在宅時でも留守番電話機能やナンバーディスプレイを利用し、知らない人から
　の電話にはでないように心がけてください。また怪しと思ったら、躊躇わず姫
　路警察署（079-222-0110）に電話して警察官に相談するようにしましょう。

 

　まだ正式決定ではありませんが、姫路ゆかたまつり振興協議会（会長：池
尻康則）では、本年度のゆかた祭りは６月２２日（土）・２３日（日）の二
日間の開催する方向で調整中です。四年ぶりの開催となった昨年のゆかた祭
りには１１万人を超える来場者があり、一部では事故が起こってもおかしく
ない混雑となりました。そのため現在、自治会・警察・姫路市・露天商など
関係者の間で安全に対する対策を協議中です。また駐車場等を借りての無許
可営業等の事例も多数見受けられたことから、露天商ならびに地元出店の方
々のルールの徹底化、また安全対策や清掃の問題など、只今、関係者の間で話し合いが行われています。そ
うした事情から、本年度のゆかた祭りは例年までと異なる形になることもあると思われますので、地元のみ
なさまにおかれましては、今後とも、ゆかた祭りの安全な開催に向けて、ご協力をお願い申し上げます。

　江戸時代、商人は勝手に店を開くことはできず、定められた町場でのみ店舗を開くことを許されていました。姫
路藩内では姫路町・飾磨町・高砂町の三箇所だけが町場として認められており、姫路町には七十七の町があり、城
南地区では本町・坂元町・西二階町・竪町・俵町・福中町・福中内新町・西呉服町・恵美酒町・西魚町・上白銀町・
下白銀町・西塩町・新身町・加納町・南町といった町がありました。しかし昭和五十六年の区画整理により、俵町・
福中内新町・西呉服町・恵美酒町は他町に統合、竪町は立町、西魚町は魚町、西塩町は塩町に、上白銀町・下白銀
町は統合されて白銀町になりました。江戸時代の各町では町民の選挙によって年寄と呼ばれる町の代表が２名ずつ
選ばれ、その中から大年寄が４名選ばれ姫路町を取り仕切るなど、城下町では民主主義が取り入れられていた訳で
す。つまり町人たちは武士たちに町中のことに口出しをさせないように、このような組織を作ったものと考えられ、
これが現在の自治会の原型になっていると考えられます。そして各町には五人組という組織が作られており、藩か
らのお触れは、町方の役人から大年寄に伝えられ、大年寄から各町の年寄に伝えられ、そして年寄りから各組の長
に回されるようになっていたのです。現在では自治会のない市町村も増え、自治会の存在意義も薄れてきたようで
すが、阪神淡路大震災の時のように有事の際には、やはり地域の繋がりが大切だと考えておりますので、今後とも
自治会活動にご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。　　　　（城南地区連合自治会副会長　芳賀一也）

江戸時代の町の制度

TOPICS

●ゆかた祭りについて

城南通信


